
水道事務所　山
やま

家
が

 巨
こ と

塔

水道事業の会計に関することを主に担当してい
ます。日々の業務の中で様々な問題に対してい
ち早く適切に対応できるよう全力で取り組んで
まいります。

総務課　井
い

原
はら

 聡
さと

志
し

主にデジタル化や電算に関する業務を
担当しています。町民のみなさまの暮
らしをさらに快適なものにできるよう、
日々頑張らせていただきます。

新規採用職員紹介

趣味：アニメ・ゲーム 趣味：音楽鑑賞

家具の固定で安心！安全！
家具転倒防止器具設置事業
１世帯につき１回限りの設置で３台の固定ができます！
65歳以上の方、または身体・知的・精神障害者手帳を
お持ちの方のいる世帯が対象となります！

設置費用
無料!!

総務課 地域防災係         　　64－1108TEL問

取扱店の方へ
クーポンの 換金請求期限は、
７月 17 日㊎までです。
期限以降の請求書の受付はでき
ませんので、必ず期限まで
にご請求ください。

ゆあさクーポン（第６弾）使用期限が近付いています

問  ふるさと振興課 商工観光係 ℡64-1112

○郵便局の保管期間中に受け取りできなかった
クーポンは、ふるさと振興課（湯浅 1982
番地）で保管しています。

○受け取りに来られる際は事前に電話連絡をお
願いします。

※受け取りの際は、受領証の記入が必要です。（世帯員
の方以外が受け取る場合は委任状が必要です。）

※本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード、
障害者手帳など）をご持参ください。

クーポンの使用期限は、６月30日㊋まで です。ご注意ください。 最新の取扱店は
湯浅町ホームページ
で更新しています。
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